
入 札 公 告 

 

令和 7年 1月 8日 

 

 下記のとおり制限付一般競争入札を行うので、社会福祉法人県央福祉会経理規程第 71 

条の規定により公告する。 

社会福祉法人 県央福祉会 理事長 碁石 學 

 

記 

1 入札に付する事項 

 (1) 調達案件の名称  

   県央福祉会 特別養護老人ホームつかのめの里清掃業務委託 

県央福祉会 特別養護老人ホームうらだての里清掃業務委託 

県央福祉会 特別養護老人ホームおおじまの里清掃業務委託 

 (2) 調達案件の仕様等 

   仕様書による。 

 (3) 委託期間 

   令和 7年 4月 1日から令和 10年 3月 31日まで 

 (4) 業務実施場所 

   特別養護老人ホームつかのめの里  三条市塚野目 2380番地 2 

   特別養護老人ホームうらだての里  三条市東裏館三丁目 6番 58号 

   特別養護老人ホームおおじまの里  三条市大島 3783番地 1 

 

2 入札説明書を交付する期間及び場所並びに本件入札に関する問い合わせ等 

   ア 交付期間 令和 7 年 1 月 8 日(水)から令和 7 年 1 月 20 日(月)まで(土曜、日曜、

祭日を除く 9時から 5時まで) 

      イ 交付場所 社会福祉法人 県央福祉会 法人事務局 担当 矢川由紀子 

          三条市田島二丁目 22番 28号  

          メール又は Faxでお申し込みください。 

          E-mail  y.yagawa@kenfuku.jp 

                   Fax    0256-31-1811 

   ウ 問合せ等 入札説明書による 

 

3 入札に参加する者に必要な資格 

 次の要件の全てを満たすこと。 

 (1) 「建築物衛生法」第 12条の 2第 1項第 1号(建築物清掃業)又は第 8号(建築物環境衛

生総合管理業)に基づく新潟県知事登録を受けた営業所を有すること。 

 (2) 入札日現在で、新潟県内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 

 (3) 過去２年間に県内において本件と同規模程度又は同規模以上の業務を１年以上継続



して履行した実績があること。 

 (4) 過去において契約の解除及び辞退の無いこと。 

  (5) 過去 3年以内に労働基準法違反で起訴されたことが無いこと。 

(6) 新潟県暴力団排除条例(平成 23年新潟県条例第 23号)第 6条に定める暴力団、暴力団

又はこれらの者と社会的に排除されるべき関係を有するものでないこと。 

 

4 入札参加資格申請書の提出 

 (1)  受付期間 令和 7年 1月 8日(水)から令和 7年 1月 21日(火)まで(土曜、日曜、祭日

を除く 9時から 5時まで) 

 (2)  提出書類 入札参加資格確認申請書及び添付書類 

  

5 入札参加資格決定 

 令和 7年 1月 24日(金)までに通知します。(Faxにて通知予定) 

 

6 紙入札受付日時  

 令和 7年 1月 27日(月)午前 9時～令和 7年 1月 28日(火)午後 5時 

 持参又は郵送提出期間 

 郵送の場合は書留としてください。 

 ※入札書は封書にし、封筒の表に次の各号の項目を記載してください。 

  ① 入札参加者の商号又は名称 

  ② 件名 

  ③ 「入札書在中」との朱書き 

 

7 開札日時 

 令和 7年 1月 29日(水)午前 10時(入札結果は郵送します。) 

 

8  入札方法等 (1) 入札回数は 2 回とし、不調の場合は最低価格入札者と随意契約の交渉

に移行する。 

        (2) 入札を代理人が行う場合は、入札の前に委任状を提出しなければなら

ない。 

        (3) 入札は 1社以上の入札参加をもって行うものとする。 

 

9 入札保証金及び契約保証金 

  免除する。 

 

10 入札書及び入札参加資格申請書の提出場所 

   社会福祉法人 県央福祉会 法人事務局 

  〒955-0044 三条市田島二丁目 22番 28号 

 



11 入札参加資格確認申請書の取り扱い 

  ア 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、作成者の負担とする。 

  イ 提出された入札参加資格確認申請書等は、提出者に無断で使用しない。 

  エ 提出された入札参加資格確認申請書等は、返還しない。 

 

12 その他 

  ・入札金額は令和 7年度から 9年度の 3年間の総額を記載すること。 

・落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の 100分の 10に相当す

る額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100

に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

 


